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農業用軽油免税証の交付申請受付 のお知らせ
 

平成３１年分農業用軽油免税証の交付申請受付を次のとおり行いますので、手続きをお願いします。
平成３０年に免税証の交付を受けた方は、手続きをする際に免税軽油の取引等にかかる報告書を提出してください。
また、免税軽油を購入したことを証明する書類として、納品書、請求書等を添付してください。

※上記日程以外は、大田原県税事務所での申請になります。
■問合せ　大田原県税事務所　☎０２８７－２３－４１７２　 農林振興課農政係　☎7　2－６９１１

■手続きに必要なもの

■交付申請受付日程
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交付手数料
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（機械に変更が
　　　ある場合）

（面積に変更が
　　　ある場合）

※交付申請会場での耕作証明書の発行はできませんので、新規申請の方、耕作面積に変更がある方、使用者証を
紛失してしまった方は、事前に農業委員会から耕作証明書の交付を受けご用意ください。
※免税軽油使用者証の有効期間の開始日が「H29.01.01から」以降の方は継続、それ以前の方は更新となります。

期　日 時　間 場　　所 対象地区

芦野･伊王野

高久・田中・田代・高原・室野井
・上記以外の地区
・上記日程に来られなかった方

午前9時３０分 
 ～ １１時３０分

午後１時 ～ ３時

ゆめプラザ・那須

会議室

１月　９日（水）

１月１０日（木）

１月１１日（金）
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図
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